
令和４年９月９日 

保護者 様 

                               

新型コロナウイルス感染症対応について（療養期間変更のお知らせ） 

 

 

兵庫県立高砂南高等学校 

校 長   安 東  靖 貴 

 

 

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素より、本校における教育の推進につきまして、格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

標記の件につきまして、令和４年９月５日付「２学期からの新型コロナウイルス感染症対応について」に

より、お知らせしましたが、令和４年９月８日、療養期間基準等の変更がありましたので、お知らせします。 

学校における感染拡大を防止しつつ教育活動を継続し、感染が確認された際には、適切に対応して

参ります。ご理解ご協力をお願いいたします。 

 

１ 感染（陽性）が確認された場合 

学校へ連絡をお願いします。学校保健安全法により、出席停止となります。医師等の指示に従い、

療養となります。「体温・健康状態」は、通常どおり、オンラインでの報告をお願いします。 

医療機関・保健所業務の重点化等の観点から証明書の提出は不要です。「学校感染症届」あるい

は「診療明細や薬の説明書」等の提示をお願いいたします。 

 

新型コロナ健康相談コールセンター： 078-362-9980 24時間（土曜日･日曜日･祝日含む）  

 

【療養期間の基準（オミクロン株）】 

① 症状ありの場合 

変更前： 原則、発症日から 10日間経過し、かつ、症状軽快後 72時間経過 

変更後： 原則、発症日から 7日間経過し、かつ、症状軽快後 24時間経過 

（デルタ株の場合は、10日間） 

   ② 症状なしの場合 

変更前： 検査実施日から 7日間経過 （デルタ株の場合は、10日間） 

変更後（上記内容に追加）： ５日目に抗原定性検査キット（※）による検査で陰性の場合は、 

５日間経過後（６日目）に解除 

※ 薬事承認された抗原定性検査キットを使用する（自費検査）。 

    ※ 変更前： １0日間を経過するまでは、（略）・・・・。 

      変更後： ７日間を経過するまでは、健康観察を徹底し、リスクの高い場所での会食等を避ける、

マスク着用を徹底するようお願いします。 

 

 



 

 

２ 濃厚接触の可能性がある場合 

   学校において、濃厚接触の可能性を判断する範囲は、感染者の発症２日前あるいは検査２日前か

ら療養解除までの期間に、次の（１）（２）に該当する場合です。ただし、（１）（２）の全てではなく、地域

の状況や学校での活動等を踏まえて判断することとなります。 

 

（１）濃厚接触者の候補 

 ① 感染者と同居又は長時間の接触があった 

 ② 適切な感染防護なしに介護をしていた 

 ③ 感染者の飛沫（くしゃみ，咳，つば等）に触れた可能性が高い 

     １ｍ以内の距離でマスクなしでの会話があった（時間の長さは問わない） 

 ④ 手で触れることのできる距離（約１ｍ）で感染予防策なしで、15分以上の接触があった 

     マスクの着用が不適切な場合（鼻出しマスクや顎マスク等）も含む  

 

（２）濃厚接触者周辺の検査対象候補 

  ① 感染者からの物理的距離が近い、又は接触頻度が高い（同一クラス等） 

  ② 大声を出す活動、呼気が激しくなるような運動を共にした（同一部活動等） 

  ③ 食事の場や洗面室等の場を共有する生活を送っている（同一の寮や宿泊等） 

  ④ その他、対策が不十分な環境で感染者と接触した等 

 

【濃厚接触者待機期間の基準】 

  ① ５日間の自宅待機 （６日目に解除） 

  ② ２日目及び３日目に抗原検査キットを用いた検査（※）で陰性の場合は、３日目から解除 

※ 薬事承認された抗原定性検査キットを使用する（自費検査）。 

※ 7日間を経過するまでは、健康観察を徹底し、リスクの高い場所での会食等を避ける、マスク着

用を徹底するようお願いします。 

 

 

３ 自主療養制度について 

   兵庫県では、症状が軽く基礎疾患が無いなど、重症化するリスクが低い方に対して自己検査ができ

るように抗原検査キットが配付されています。申し込み制で、期間は当面の間とされています。 

詳細は、兵庫県 HP「抗原検査キットの配布及び新型コロナウイルス自主療養の登録について」をご

確認ください。 

   問い合わせ先： 兵庫県抗原検査キット配送事務局  （※保健所は対応していません） 


